
 

 

●一時預かり事業とは● 

保育所に入園する必要はないけれど、どうしてもお子様のめんどうをみる事が 

できない場合に、一時的に保育を利用できるいわば、乳幼児のデイサービス的な

機能を持った保育事業です。 

●一時預かり事業内容● 

①非定型的保育サービス事業 

保護者の就労・職業訓練・就学等により、家庭における保育が断続的に 

困難な児童を対象にする。利用日数は児童１人あたり、週に３日以内。 

②緊急保育サービス事業 

保護者の入院・看護・出産・冠婚葬祭等により、緊急・一時的に保育が 

困難となる児童を対象にする。利用日数は児童１人あたり月に１４日以内。 

③私的理由による保育サービス事業 

保護者の育児負担を解消（趣味・レジャー・休養など）する為の 

保育サービス事業。利用日数は児童１人あたり月に１４日以内。 

●利用対象者● 

一歳児～小学校就学前の児童 

●利用日・利用時間● 

・日曜・祝日・土曜・年末年始・お盆・園の行事の日（運動会・お遊戯会 

遠足・入園式・卒園式）はお休みになります。 

・午前９時～午後５時まで 

●利用定員●    ●利用料金● 

一日 ５名以内 

 

 

 

一時預かり事業のご案内 

二ツ河保育園 72-3652 TEL 

年齢区分

（利用年度４月１日現在） （全日） （半日給食有） （半日給食なし）

３才未満児 ２，２００円 １，３００円 １，０００円

３才以上児 １，８００円 １，１００円 ８００円

利用料


